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１ 経営戦略による課題の整理

⑴ 公共下水道事業の課題（現状把握）

項目 説明 R2 R3 R4 R5

公共下水道

整備済区域
令和７年度末の整備完了を目
指しています。

467.8 ha 476.4 ha 481.7 ha 487.6 ha

令和５年度末に、事業計画面積の約９７％が整備済となりました。

区域内人口
公共下水道に接続できる区域
にお住いの方

15,624 人 15,832 人 15,620 人 15,695 人

区域追加工事を行う令和７年度までは、微増する見込みです。

使用料収入

（税抜）
公共下水道事業の根幹となる
収入

198,667 千円 202,150 千円 203,145 千円 205,654 千円

区域が広がっている間は、区域内人口と比例して微増の見込み。

経費回収率
使用料で回収すべき経費を、
どの程度使用料で賄えている
かを表した指標

88.6 ％ 92.1 ％ 98.7 ％ 93.5 ％

事業に必要な費用を使用料で賄えていない状況です。

一般会計

繰入金

繰出基準に基づくもの（基準
内）と、収入不足の補填（基準
外）があります。

249,476 千円 208,459 千円 217,176 千円 199,376 千円

使用料収入とほぼ同額を繰り入れている状況です。

● 汚水処理費用を使用料収入で賄えていない原価割れの状況にあります。

● 使用料収入とほぼ同額を一般会計から繰入れており、財政的な自立を目指す観点

からも繰入金の削減が必要です。
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１ 経営戦略による課題の整理

⑴ 公共下水道事業の課題（今後の見通し）

下水道区域内人口・世帯数 有収水量・使用料収入

●下水道区域の追加整備を行う2025（令和７）年
度までは、下水道区域内人口・世帯数ともに増加傾
向ですが、人口減少の影響により、その後は減少傾
向に転じる見通しです。
●10年後の2033（令和15）年度には、下水道区
域内人口は13,712人に、世帯数は6,580戸に減
少する見通しです。

●有収水量は、下水道区域内世帯数と同様の傾向
となりました。
●使用料収入も同様の動きとなり、10年後の
2033(令和15)年度の有収水量は1,489千m³に、
使用料収入は202百万円に減少する見通しです。
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１ 経営戦略による課題の整理

⑵ 農業集落排水事業の課題（現状把握）

項目 説明 R2 R3 R4 R5

水洗化人口
農業集落排水をご利用いただ
いている方

1,440 人 1,376 人 1,361 人 1,353 人

町全体の人口減少に比例して減少しています。

水洗化戸数
農業集落排水をご利用いただ
いている世帯

561 戸 519 戸 517 戸 517 戸

水洗化人口の減少とともに減少しています。

使用料収入
（税抜）

農業集落排水事業の根幹とな
る収入

19,447 千円 18,351 千円 18,423 千円 18,279 千円

水洗化人口及び水洗化戸数に比例して減少しています。

経費回収率
使用料で回収すべき経費を、
どの程度使用料で賄えている
かを表した指標

51.1 ％ 43.8 ％ 57.5 ％ 55.8 ％

100％を大幅に下回っており、使用料で賄えていない状況です。

一般会計
繰入金

繰出基準に基づくもの（基準
内）と、収入不足の補填（基準
外）があります。

44,695 千円 54,770 千円 51,402 千円 49,991 千円

使用料収入の３倍近い額を繰り入れている状況です。

● 汚水処理費用を使用料収入で賄えていない原価割れの状況にあります。

● 使用料収入を大きく上回る金額を一般会計から繰入れており、財政的な自立を

目指す観点からも繰入金の削減が必要です。
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１ 経営戦略による課題の整理

⑵ 農業集落排水事業の課題（今後の見通し）

処理区域内人口・水洗化人口 有収水量・使用料収入

●処理区域内人口は減少傾向で推移し、水洗化人
口は2025(令和7)年度以降は処理区域内人口と
同値で推移します。
●10年後の2033(令和15)年度には、処理区域内
人口・水洗化人口ともに1,120人に減少する見通し
です。

●有収水量は、水洗化人口と同様の傾向となりまし
た。
●将来の使用料収入は、緩やかな減少傾向で推移
する見通しであり、10年後の2033(令和15)年度
は14.5百万円まで減少する見通しです。
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１ 経営戦略による課題の整理

⑶ 使用料改定の必要性

事業 使用料が上がる要素 使用料を下げる取組み

公共下水道
事業

●下水道施設（管路、ポンプ等）の老朽
化に伴う更新費用の発生
●流域下水道（県）へ支払う汚水処理
単価の改定（令和８年度から30％程
度値上げ）

●将来人口を想定した公共下水道区域の
見直し（令和２年度に実施）
●人口規模に見合った施設のダウンサイ
ジング（中継ポンプ場をマンホールポン
プへ改築予定）

●人口及び有収水量の減少による使用
料収入の減少
●物価（建設資材等）の高騰、光熱水費
の増加

●リスクの許容（耐用年数を経過した施設
（管路等）も、点検・修繕のうえ継続して
使用していく）
→ストックマネジメント実施方針の策定

農業集落排水
事業

●基準外繰入（使用料収入の１．５倍）
の解消
●汚水処理施設を複数保有

●施設の統廃合（奈良梨・上横田地区ク
リーン施設を新川地区水循環センターに
統合し、後年の維持管理費を軽減）

● 公共下水道事業（平成10年度～）、農業集落排水事業（平成9年度～）とも、これまで一度も使用料
改定（実質的な値上げ）を行っておりませんでしたが、今後は経営が成り立たない状況です。
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１ 経営戦略による課題の整理

⑷ まとめ

使用料改定は避けて通れない と考えます。

① 現状の確認

② 今後の見通し

③ 必要な取組方針

汚水処理費用を使用料収入で賄えておらず、
一般会計繰入金に依存し、財政的に自立できてい
ない状態です。

人口及び有収水量の減少による使用料収入減少、
県へ支払う汚水処理費用の大幅値上げ等に加え、
今後は施設の老朽化対策も必要となります。

経費削減の取組み
施設統合、ダウンサイジング等をはじめ、
様々な視点から経営努力を継続していきます。
収入増加の取組み
一般会計繰入金は削減していく必要があり、
更なる財源確保の取組みが必要です。
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２ 下水道使用料改定の検討

人口密度の低い流域は、維持管理負担金が高く設定され
ており、下水道使用料も高めとなっている。

⑴ 下水道使用料 県内他団体との比較
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２ 下水道使用料改定の検討

エネルギー価格の高騰、薬品費や人件費単価の上昇などに対応するため、

令和８年度から維持管理負担金単価が改定されることになりました。

改 定 率 最大 32.2％増 （87円／㎥ → 115円／㎥）

流域関係町 滑川町、嵐山町、小川町（３町）

処理人口 約３．９万人

年度末（R7.3）までに県から最終的な改定率が提示される予定です。

※ 町から県へ支払う汚水処理費

下水道利用者
（地域住民等）

小川町
公共下水道

埼玉県
流域下水道下水道使用料 維持管理負担金

⑵ 維持管理負担金単価の改定
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２ 下水道使用料改定の検討

維持管理負担金の値上げは、下水道使用料の改定に直接影響を及ぼすため、

町では、埼玉県が提示する維持管理負担金の改定率を３パターン予想し、

前述の経営戦略の改定結果を踏まえた下水道使用料の改定率を算出しました。

維持管理負担金の改定率（予想） 10％ 20％ 30％

小川町下水道使用料の改定率 26％ 33％ 39％
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⑶ 下水道使用料 改定率の算出
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２ 下水道使用料改定の検討
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使用料の高い自治体（深谷市、美里町、熊谷市）
比企郡市で最も安い自治体（川島町）
滑川町、嵐山町は同じ流域のため除外

２か月
使用水量
（㎥）

２か月
下水道使用料（円） ⑷ 使用料改定後の他団体比較
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３ 農業集落排水施設使用料改定の検討

⑴ 農業集落排水施設使用料 県内他団体との比較

農業集落排水事業は、公共下水道事業

より経営がひっ迫している団体が多く、施

設の統廃合や下水道への接続を行う団体

が増加しています。

また、使用料体系を「人数割」から「水道

使用量に応じた従量制」に見直すととも

に使用料を改定（値上げ）する団体もあり、

その動きは今後も続くと予想されます。
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３ 農業集落排水施設使用料改定の検討

農業集落排水施設使用料の算出方法

下水道使用料の算出方法

（税別）

● 世帯人員等に応じた「人数割」となっており、使用水量は関係ない（その他の施設を除く）

● 使用水量（汚水量）に応じた「従量制」となっており、公平性が高い。

⑵ 使用料体系の比較

農業集落排水利用者の

９４％が一般家庭（生活

排水）であり、農業に特化

した使用者はいないため、

使用水量に応じた従量制

に見直すことで受益者負

担の公平性を高めること

ができます。
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３ 農業集落排水施設使用料改定の検討

⑶ 人数割から従量制に見直した場合のイメージ

※ 従量制に見直した場合でも、町の使用料収入総額（年間約２千万円）は、ほぼ変わらない。
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３ 農業集落排水施設使用料改定の検討

⑷ 農業集落排水施設使用料の改定手順

１ 現行の農業集落排水施設使用料（人数割）

２ 下水道使用料と同じ体系（従量制）へ変更

３ 下水道使用料の改定率と同様の改定を実施

世帯人員等に応じた「人数割」から、水道使用量に応じた「従量制」へ見直すことで、

農業集落排水施設使用料の負担の公平性を高める。

従量制に見直しても町の使用料収入総額（年間約２千万円）は変わらないため、

経営戦略の結果を踏まえ、下水道使用料と同様の改定を行うことで経営の安定化を図る。

使用料の改定時期は、令和８年４月を予定しています。
下水道使用料の改定については、流域３町（小川町・嵐山町・滑川町）で足並みを揃えて
令和８年４月を予定していることから、同様の時期を設定しました。
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３ 農業集落排水施設使用料改定の検討

⑸ 農業集落排水施設使用料の改定シミュレーション

世帯人員（使用水量）の少ない世帯ほど使用料負担が軽くなり、

多い世帯には相応の負担をお願いすることになります。
受益者負担の公平性
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４ 下水道事業の効果（人々の暮らしがどう変わったか）

⑴ 水洗化による生活環境の向上

⑵ 水路・河川の水質改善

汲み取り和式便所 水洗トイレ

汚れた河川

汚水（生活排水）の流入

ハエや蚊の発生を抑制 昭和期の『蚊帳』

美しい川辺 埼玉県の
下水道普及率

県内河川の
BOD値

下水道の普及とともに

河川のBOD値は減少傾向にあります。
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４ 今後の予定

年 月 内 容 備 考

令和６年 ８月２２日 令和６年度第１回下水道事業審議会 経営戦略改定の概要説明

令和６年 ９月 経営戦略改定についてパブリックコメント実施

令和６年１０月２９日 経営戦略を改訂

令和６年１１月２６日 令和６年度第２回下水道事業審議会 使用料改定について諮問

～
令和７年 ５月

令和６年度第●回下水道事業審議会
（複数回開催）

使用料改定について検討
使用料改定について答申

令和７年 ９月 使用料改定に関する条例改正（案）の上程

令和８年 ４月 公共下水道、農業集落排水の使用料改定

下水道は、地域社会の生活基盤を支える重要なインフラであり、一日も欠かすこ
となくサービスを提供し、安全で快適な生活環境を維持する必要があります。
そのため、使用料改定につきましては、議会、審議会、住民に対して分かり易く
丁寧な説明をさせて頂き、ご理解を賜りながら進めて参ります。


